
令和 5年 4月 24日 

 

 

 

 

 

 

児童相談所機能を含む「（仮称）柏市子ども・若者総合支援センター」の開設に向けて，

新施設整備地である青少年センターの近隣住民に対し，施設の活用方法等についての説

明会を開催します。 

なお，今回の説明会は，青少年センター周辺の住居・事業所等が対象です。 

 

１  対象者 

   新施設整備地の隣接住民等（東十余二町会及び新若柴町会） 325件 

２  日時・会場等 

日時 会場 

令和 5年 4月 26日（水） 午後７時～８時 青少年センター 研修室・創作室 

(柏市十余二 313-92) 令和 5年 4月 29日（土） 午前 11時～正午 

３  内容 

   設計完了前に施設の各階構成や敷地の利活用等を図面を用いて説明 

４  その他 

 （1） 新型コロナウイルス感染症に対する対策について 

参加者には引き続き入場時の手指消毒や検温等への協力のほか，発言時のマスク 

    着用についても御協力をお願いする予定です。 

 （2） 取材・傍聴について 

    取材・傍聴をご希望の際は事前に下記担当者までご連絡ください。 

【本件に関するお問い合わせ先】 

柏市こども部こども支援室 

電話 04-7128-5290 ／ FAX 04-7162-1077 

「（仮称）柏市子ども・若者総合支援センター」に関する 

近隣住民説明会を開催 

  ■日時：令和 5年 4月 26日（水），29日（土） 

  ■場所：青少年センター 研修室・創作室 


